
薬局における対人業務の評価の充実

令和２年度診療報酬改定 Ⅱ－10 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた評価、薬局の対物業務から対人業務への構造的な転換を推進するた
めの所要の評価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価 －②

③フィードバック

①医師の指示
退院時共同指導時に依頼

医療機関
薬局

①患者・家族からの求め
（医師の了解）

②フォローアップ
（電話、訪問等）

 地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療薬の適正使用を推進する
観点から、医師の求めなどに応じて、地域支援体制加算を届け出ている薬局が調剤後も副作
用の有無の確認や服薬指導等を行い、その結果を医師に情報提供した場合を評価する。

薬剤服用歴管理指導料 調剤後薬剤管理指導加算 ３０点（月１回まで）

[対象保険薬局]
地域支援体制加算を届け出ている保険薬局

[対象患者]
インスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤（以下「インスリン製剤等」という。）を使用している糖尿病患者であって、新たに
インスリン製剤等が処方されたもの又はインスリン製剤等に係る投薬内容の変更が行われたもの
［算定要件］
患者等の求めに応じて、
① 調剤後に電話等により、その使用状況、副作用の有無等について患者に確認する等、必要な薬学的管理指導
② その結果等を保険医療機関に文書により情報提供
を行った場合に算定する。

自宅

調剤後薬剤管理指導加算
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薬局における対人業務の評価の充実 ③

令和２年度診療報酬改定 Ⅱ－10 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた評価、薬局の対物業務から対人業務への構造的な転換を推進するた
めの所要の評価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価 －②

②フィードバック
（手帳、文書等）

①吸入指導指示

医療機関
患者

①患者・家族からの求め
（医師の了解）

吸入指導
（練習用吸入器機等を用いて実施）

薬局

 喘息等の患者について、医師の求めなどに応じて、吸入薬の使用方法について、文書での説
明に加え、練習用吸入器を用いた実技指導を行い、その指導内容を医療機関に提供した場合
を評価する。

薬剤服用歴管理指導料 吸入薬指導加算 ３０点（３月に１回まで）

［算定要件］
喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって吸入薬の投薬が行われている患者に対して、当該患者等の求めに応じて、
① 文書及び練習用吸入器等を用いて吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かの確
認、

② 保険医療機関に必要な情報を文書により提供
等した場合に算定する。

※ 保険医療機関への情報提供は、手帳による情報提供でも差し支えない。

吸入薬指導加算
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保険医療機関から保険薬局に対するフォローアップの指示について

○ 糖尿病患者のフォローアップについて、保険薬局に指示したことがある医療機関の割合は、診療所が約21.9％、病
院が約18.8％であった。

○ 吸入薬の指導について、保険薬局に指示したことがある医療機関の割合は、診療所が約49.9％、病院が約
42.7％であった。

18.8%

21.9%

79.2%

74.2%

2.0%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病院

(n＝351)

診療所

(n=365)

糖尿病患者のフォローアップについて薬局に指示した

経験（診療所・病院別）

指示したことがある 指示したことはない 無回答

42.7%

49.9%

40.2%

41.9%

15.4%

5.8%

1.7%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病院

（n=351）

診療所

（n=365）

吸入薬の指導を薬局に指示した経験

（診療所・病院別）

吸入薬の指導を薬局に指示したことがある

吸入薬の指導を薬局に指示したことがない

そもそも吸入薬を必要とする患者がいない

無回答

出典：令和２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（R3かかりつけ薬剤師調査）速報値
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82.5%

67.5%

23.8%

43.8%

18.8%

1.3%

1.3%

5.0%

77.3%

63.6%

15.2%

48.5%

15.2%

10.6%

1.5%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

患者が正しく服用できるようになった

アドヒアランスが向上した

必要な補助具が支給された

服用等の状況の報告が診療の参考となった

糖尿病薬に関する患者からの問い合わせが減った

その他

薬局でのフォローアップの指示にメリットを感じない

無回答

糖尿病患者のフォローアップを薬局に指示した場合のメリット

（複数回答）※

診療所（n=80） 病院（n＝66）

糖尿病患者のフォローアップについて

○ 糖尿病患者のフォローアップを薬局に指示した場合、保険医療機関が感じるメリットとして、「患者が正しく服用でき
るようになった」、「アドヒアランスが向上した」、「服用等の状況の報告が診療の参考になった」という回答が多かった。

○ 糖尿病患者のフォローアップに関して、保険医療機関において診療に役立つ情報として、保険薬局から共有される
「患者の服薬状況」、「残薬状況」、「患者の糖尿病薬の保管・管理の状況」という回答が多かった。

75.6%

38.4%

19.5%

21.1%

3.8%

17.3%

76.9%

69.5%

39.9%

33.9%

25.4%

3.4%

11.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

患者の服薬状況（診療所の場合のみ残薬状況

含む）

残薬状況（病院のみの選択肢）

患者の糖尿病薬の保管・管理の状況

患者の糖尿病薬服用後のモニタリング状況

糖尿病薬等の処方内容に関する提案情報

その他の患者に関する情報

無回答

糖尿病患者のフォローアップに関して薬局からフィードバックされる情

報のうち診療の役に立つ情報（複数回答）

診療所（n=365） 病院（n＝351）

※糖尿病患者のフォローアップについて薬局に指示したことがあると回答した医療機関

出典：令和２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（R3かかりつけ薬剤師調査）速報値
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68.4%

37.6%

19.7%

21.8%

3.6%

19.7%

77.0%

53.6%

39.2%

37.8%

28.2%

3.8%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

患者の服薬状況（診療所は残薬状況を含む）

残薬状況（病院のみの選択肢）

患者の吸入薬の保管・管理の状況

患者の吸入後のモニタリング状況

吸入薬等の処方内容に関する提案情報

その他の患者に関する情報

無回答

吸入薬のフォローアップに関して薬局からフィードバックされる情報の

うち診療の役に立つ情報（複数回答）

診療所（n=335） 病院（n=291）

吸入薬指導について

○ 吸入薬指導を薬局に指示した場合、保険医療機関が感じるメリットとして、「患者が正しく吸入できるようになった」、
「アドヒアランスが向上した」、「吸入状況の報告が診療の参考になった」という回答が多かった。

○ 吸入薬指導に関して、保険医療機関において診療に役立つ情報として、保険薬局から共有される「患者の服薬状
況」、「残薬状況」、「患者の吸入薬の保管・管理の状況」という回答が多かった。

87.4%

54.9%

32.4%

29.7%

18.1%

3.3%

1.1%

2.2%

94.0%

69.3%

38.0%

42.7%

10.7%

4.7%

0.0%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

患者が正しく吸入できるようになった

アドヒアランスが向上した

必要な補助具が支給された

吸入状況の報告が診療の参考となった

吸入薬に関する患者からの問い合わせが減った

その他

薬局での吸入薬の指導にメリットを感じない

無回答

薬局で吸入薬の指導をした場合のメリット（複数回答）※

診療所（n=182） 病院（n=150）

※吸入薬指導を薬局に指示したことがあると回答した医療機関

出典：令和２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（R3かかりつけ薬剤師調査）速報値


